
/ 別記 万
第 1号 様式 (第11条、第13条、第14条関係)

事 業 者 排 出 量 削 減 計 画 書 《延 め 変 更)

企業管理者 上 下水道局長

又

0 7 5   -  6 7

吉村

2

と 1該 当するElには、レ印を紀入してください。特定書業者以外で自主森加される事業者の方は、レ印の記入は不要です。
2「 基準年度Jと は計画期間の前年度を、 「自標年度」とは計画期間の最終年度をいいます。
3「 事業所等排出区分」とは、京都府内の事業所等の事案活動のためのエネルギーの使用に伴い発生する温室効果ノスを、 「輸送車両排出区分J

とは、自動車選送事業者については使用の本拠の位置を京都府内とする車両の排出する温室効果ガスを、家道事業者については保有する貨物車
両又は旅客車両の排出する温室効果ガスを、 「その他排出区分Jと は、上記以外の京都府内における事業所年の事業活動に伴い発生する温室効
果ガスをいいます。

4「 特記事項」には、平成2年度 (1990年 度)を 基準とした排出量の対比やエネルギー原単位COカ ト出量、省エネ製品開発など担者の温室
効果ガス排出肖J滅への貢献、グツーン調達の採用、特定フロンなどの条例指定外の温室効果ガスのHJ蕩などを記入してください。

区東九条東山王町12番地

18条第 1項 (第18条第2填、第 8条第3項)の 規定によ り提 出 します
特定事業者の

主たる業種

水這事業及び公共下水道事業

該当する事業
者要件

に 京都府地球温暖化対策条例施行規則第10条第1号該当事業者 (大規模エネルギー使用事業者 (原油に褒
算して1,500キロリットル以上))

岳雪畳轡島雪醤骨密皆脅暑轡号:景品景:母民貫耳瞥蓼警暑匿昌民暑暑をな衝雪揚畳暑晏暑貰岩岳登舌
計 画 期 間 平成 17 年  4 月 平成  20 年 3 月

基 本 方 針 省エネルギー,省 資源,代 寄エネルギーの導入推進及び環境マネジメントシステムの導入により,上 下
水道事業全体で1パーセント以上の二酸化炭素排出量の削減を推進する。

推 進 体 制 1境マ!
:た鴻 ,

ンメントンスアムの活動拒運にtrワ,局 円各事実所の環境負両を構続的に削蕩していく。京都市長を本部長とする京都市地球温暖化
:型工やいて 会 営企業管理者上下水道局長が構成員として参画する。

年度ことの具
体的な取組及
び措置

年度 1設 備、対象、: 計 画 内 容

17～19 水道事業部F電
太陽光発電や高効率機器の導入,設 備の改民により,電 力消費とを減少し,退 室効果メス排出曇を

基準年 (平成16年度)の 237%削 減する。

l?～19 下水道事業部門
=ネルギー効率の高い機器の採用,流 動焼却炉の採用に伴う燃費向上などにより,電 力及び重油消費
とを減少し,温 室効果ガス排出とを基準年の099e/e削減する。

17～19 事務部門 圏盆湯徹抜督彊辱塚持
適止化,エ コ ドライ7,3Rの 推進年によリエネルギー使用との削減,廃 案物排

温軍効果ガス

の排 出量等 排出区分
基準年度 (冥績)

(16)年 度
(二酸化炭索挨算 (t))

日棟年度 (計画)

(19)年 度
(二酸化炭素換算 (t))

自」材夷挙

(計画 )

(%)

A事 業所等排 出区分 73,433 t 72,709  t -099 %

B輸 送軍両排 出区分 t t %

Cそ の他排出区分 53,114 t 52,107  t -190 %

排出合計 126,547  t 124,816  t -137 %

その他の地球
温暖化対策に
よる温室効果
ガスの削減量
等

対策等の区分
目標年度 (計画)

(二酸化炭索換算 (t

森林の保全及び整備 (整備面積) 〈吸収云) t

府内産の本材の利用 (利用と) コ at (削減■) t

自然エネルギーを利用した電
力又は熱の供給

〈売電量) kwh (削減■) t

(熱供給■) CJ 〈削減士) 1

グ リー ン電力の購入 (購入曇 ) kwh (削減曇) t

削減量等合計 t

垂 引」F出量

(排出合計―削減等合計)

基準年度 (実績) 目標年度 (計画) 削減率 (計画)
■ 1 126 547  t ●2)―(,3〉        124,816  t -137 %

特 記 事 項 局不庁含及び水環境保全センターでは,IS014001:2004の認証取得済みである。浄水場,そ の他の事業所について
も,順 次規模に応 じてIS0 14001又はKESの認証取得を進めていく。

連  絡  先 担 当 部 暑

担 当 者 氏 名

住 所

電 話 番 号

フ ァ ク シ ミ リ 番 号


